
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
新
旧
対
照
表 

改
正
案 

現
行 

目
次 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
の
二
十
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
統
括
管
理
者
等
の
選
任
） 

第
四
条
の
二
十
四 
（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

条
例
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ア 

（
現
行
の
と
お
り
） 

イ 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
技
術
士
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
し
た
第
二
次

試
験
の
技
術
部
門
が
建
設
部
門
、
電
気
電
子
部
門
、
機
械
部
門
、
衛
生
工
学

部
門
、
環
境
部
門
又
は
総
合
技
術
監
理
部
門
（
第
二
次
試
験
の
選
択
科
目
と

し
て
建
設
部
門
、
電
気
電
子
部
門
、
機
械
部
門
、
衛
生
工
学
部
門
又
は
環
境

部
門
を
選
択
し
た
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
と
し
て
登
録
を
受

け
て
い
る
者 

ウ
か
ら
オ
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二
及
び
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
） 

第
四
条
の
二
十
五 

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
テ
ナ
ン
ト
等

目
次 

（
略
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
の
二
十
三
ま
で 

（
略
） 

（
統
括
管
理
者
等
の
選
任
） 

第
四
条
の
二
十
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

条
例
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ア 

（
略
） 

イ 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
技
術
士
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
し
た
第
二
次
試
験

の
技
術
部
門
が
建
設
部
門
、
電
気
電
子
部
門
、
機
械
部
門
、
衛
生
工
学
部
門
、

環
境
部
門
又
は
総
合
技
術
監
理
部
門
（
第
二
次
試
験
の
選
択
科
目
と
し
て
建
設

部
門
、
電
気
電
子
部
門
、
機
械
部
門
、
衛
生
工
学
部
門
又
は
環
境
部
門
を
選
択

し
た
場
合
に
限
る
。
）
と
し
て
登
録
を
受
け
て
い
る
者 

 

ウ
か
ら
オ
ま
で 

（
略
） 

二
及
び
三 

（
略
） 

（
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
） 

第
四
条
の
二
十
五 

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
テ
ナ
ン
ト
等
事



事
業
者
は
、
当
該
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
が
当
該
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
に
お

い
て
使
用
す
る
事
務
所
、
営
業
所
等
（
以
下
「
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
所
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
、
毎
年
度
五
月
末
日
に
お
け
る
状
況
が
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も

の
で
あ
る
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
（
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
の
計
画
書
の
提
出
） 

第
四
条
の
二
十
六 

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。 

一 

計
画
期
間
（
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
に
該
当
し
た
年
度
か
ら
当
該
特
定
テ
ナ

ン
ト
等
事
業
者
が
使
用
す
る
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
に
係
る
地
球
温
暖

化
対
策
計
画
書
の
計
画
の
期
間
の
終
了
年
度
ま
で
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

第
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
及
び
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

四 

計
画
期
間
の
開
始
の
年
度
の
前
年
度
か
ら
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
地
球
温
暖
化
対

策
計
画
書
を
提
出
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
（
事
務
所
、
営
業
所
等
の
使
用
開
始

前
の
期
間
を
除
く
。
）
の
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
及
び
そ
の
他
ガ
ス
年

度
排
出
量
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事

業
者
に
あ
っ
て
は
、
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
床
面
積
を
使
用
し
て
事
業
活
動

を
行
っ
た
期
間
の
も
の
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。 

五 

（
現
行
の
と
お
り
） 

六 

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
、
業
種
、
用
途
、
用
途
別
床
面
積
そ
の
他
事
業
所
の

業
者
は
、
当
該
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
が
当
該
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
に
お
い

て
使
用
す
る
事
務
所
、
営
業
所
等
（
以
下
「
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
所
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
、
毎
年
度
五
月
末
日
に
お
け
る
状
況
が
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
（
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一
及
び
二 

（
略
） 

（
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
の
計
画
書
の
提
出
） 

第
四
条
の
二
十
六 

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。 

一 

計
画
期
間 

   

二
及
び
三 

（
略
） 

四 

特
定
テ
ナ
ン
ト
等
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
を
提
出
す
る
年
度
の
前
年
度
の
特

定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
及
び
そ
の
他
ガ
ス
年
度
排
出
量 

    
五 
（
略
） 

六 

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
、
業
種
、
用
途
、
用
途
別
床
面
積
、
敷
地
面
積
そ
の



概
要 

七 

（
現
行
の
と
お
り
） 

八 
そ
の
他
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
定
め
る
事
項 

他
事
業
所
の
概
要 

七 

（
略
） 

八 

そ
の
他
地
球
温
暖
化
の
対
策
に
関
す
る
事
項 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
知
事
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
公
表
等
） 

第
五
条
の
二 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の

公
表
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
か
ら
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
地
球
温
暖
化
対
策
計

画
書
の
公
表
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

計
画
期
間 

 

二 

地
球
温
暖
化
の
対
策
の
推
進
に
係
る
目
標 

 

三 

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
の
計
画
及
び
実
施
状
況 

 

四 

計
画
期
間
の
開
始
の
年
度
の
前
年
度
か
ら
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
地
球
温
暖
化

対
策
計
画
書
を
提
出
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度

排
出
量
及
び
そ
の
他
ガ
ス
年
度
排
出
量 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
地
球
温
暖
化
対
策
計
画

書
に
記
載
す
る
事
項
（
経
営
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り

特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
の
競
争
上
若
し
く
は
事
業
運
営
上
の
地
位
そ
の
他

社
会
的
な
地
位
が
損
な
わ
れ
る
事
項
又
は
保
安
上
重
大
な
影
響
を
与
え
る
事

項
と
し
て
知
事
が
認
め
る
事
項
を
除
く
。
） 

３ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

（
知
事
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
公
表
等
） 

第
五
条
の
二 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。 

 

一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

            ２ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 



一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条
の
三
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
九
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
十 

公
害
防
止
管
理
者
の
資
格
要
件
（
第
四
十
九
条
関
係
） 

 
区
分 

資
格
要
件 

東
京
都
一
種
公
害

防
止
管
理
者 

一 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
対
象

に
行
う
一
種
公
害
防
止
管
理
者
講
習
を
修
了
し
た

者 （一）
か
ら
（九）
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（十） 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

第
二
十
一
条
第
三
項
に
定
め
る
技
術
管
理
者
と

な
る
資
格
を
有
す
る
者 

十
一 

か

ら

十
四
ま

で 

（

現
行

の

と

お

り

） 

二

か

ら

四
ま

で 

（

現

行

の

と

お

り

） 

東

京

都

二

種

公

害

防

止

管

理

者 

（

現

行

の

と

お

り

） 

別

表

第

十

一

か

ら

別

表

第
二

十

ま

で 

（

現

行

の

と

お

り
） 

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

三

十

九

号

様

式

ま

で 

（

現

行

の

と

お

り

） 
一

及

び

二 

（

略

） 

第

五

条

の

三

か

ら

第

八

十

三

条

ま

で 

（

略

） 

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

九

ま

で 

（

略

） 

別

表

第

十 

公

害

防

止

管
理

者

の

資

格

要

件

（

第

四

十

九

条

関

係

） 

区

分 

資

格

要

件 

東

京

都

一

種

公

害

防

止

管

理

者 

一 

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

を

対

象

に

行

う

一

種

公

害

防

止

管

理

者

講

習

を

修

了

し

た

者 （一）
か

ら

（九）
ま

で 

（

略

） 

（十） 

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

第

二

十

一

条

第

二

項

に

定

め

る

技

術

管

理

者

と

な

る

資

格

を

有

す

る

者 

十
一 

か

ら

十
四
ま

で 

（

略

） 

二

か

ら

四
ま

で 

（

略

） 

東

京

都

二

種

公

害

防

止

管

理

者 

（

略

） 

別

表

第

十

一

か

ら

別

表

第
二

十

ま

で 

（

略

） 
別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

三

十

九

号

様

式

ま

で 

（

略

） 

 
 

 


